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指
定
管
理
者
制
度
の
条
例
決
ま
る　
総
務
常
任
委
員
会
審
査
結
果

○
審
査
の
視
点

　

管
理
形
態
に
よ
る
選
定
理
由
と
管
理

方
法
の
考
え
方
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
と
管
理
運
営
の
効
率
化
に
つ
い
て

○
委
員
長
報
告
要
旨

　

指
定
管
理
者
制
度
は
平
成
15
年
地
方

自
治
法
の
改
正
に
よ
り
自
治
体
は
、
条

例
に
基
づ
い
て
民
間
等
の
事
業
者
を
指

定
し
、
体
育
施
設
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
、
保
育
所
な
ど
公
の
施
設
の
管
理
を

代
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ

り
ま
す
。

　

自
治
体
は
制
度
を
活
用
し
、
多
様
化

す
る
住
民
ニ
ー
ズ
を
効
果
的
、
効
率
的

に
対
応
し
て
公
の
施
設
管
理
に
民
間
の

能
力
手
法
を
活
用
し
な
が
ら
、
よ
り
質

の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
期
待

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

条
例
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
は
指
定

管
理
の
手
続
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
条

例
は
平
成
16
年
第
８
回
臨
時
会
で
議
決

を
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
他
の
事
項

で
あ
る
管
理
の
基
準
、
業
務
の
範
囲
、

そ
の
他
必
要
事
項
を
平
成
17
年
６
月
定

例
会
に
条
例
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
管
理
の
基
準
は
施
設
の
利
用

に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
事
項
い
わ
ゆ
る

休
館
、
開
館
時
間
、
使
用
許
可
の
基
準

等
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
業
務
の
範

囲
は
保
守
、
清
掃
業
務
等
の
包
括
的
な

管
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
を
可
能
と

し
て
お
り
、
民
間
事
業
者
、
団
体
の
創

意
工
夫
が
発
揮
で
き
る
よ
う
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

村
と
し
て
は
住
民
･
利
用
者
へ
の

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
個
人
情
報
の
保
護

な
ど
権
利
の
保
護
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
又
、
住
民
や
指
定
管
理
者

に
も
わ
か
り
や
す
い
条
例
に
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
の
過
程
に
お
い
て
の
意
見
と
し

て●
公
募
に
よ
る
選
定
過
程
は
公
正
・
透

明
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
の
か
。

●
公
園
内
体
育
施
設
と
総
合
公
園
は
一

体
的
に
管
理
し
た
ほ
う
が
経
費
の
節

減
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
か
。

な
ど
委
員
よ
り
様
々
な
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
委
員
全
員
の
賛
成
に

よ
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。

小岩井地区コミュニティセンター 柳沢地区多目的運動施設 滝沢勤労者体育センター

大釜地区コミュニティセンター ※滝沢村牧野（相の沢） 滝沢総合公園体育館

南鵜飼地区コミュニティセンター 滝沢南中学校野外運動場照明施設 滝沢総合公園テニスコート

川前地区コミュニティセンター 滝沢第二中学校野外運動場照明施設 滝沢総合公園陸上競技場

柳沢地区コミュニティセンター 滝沢村東部体育館 滝沢総合公園野球場

※滝沢相の沢温泉入浴施設「お山の湯」 滝沢東部テニスコート ※滝沢ふるさと交流館

南巣子保育園 滝沢村営大釜運動場 滝沢村多目的研修センター

滝沢村立姥屋敷保育所 滝沢村営小岩井運動場 姥屋敷多目的研修センター

常任委員会継続調査事項

●指定管理者制度について
●自治基本条例について
●行政組織機構について

●小中学校の学力向上対策について
●芸術文化の振興について

●ごみ処理（溶融炉施設）について
●特産品の開発と産業振興について

産 業 建 設教 育 民 生総 務

指定管理者制度導入施設（※印は公募による）
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